
１ 社会福祉充実計画の概要

社会福祉充実計画について参考資料２

２ 社会福祉充実計画の策定等に関する主な論点

（1）社会福祉充実残額

【内部留保の明確化】
社会福祉充実残額の計算に必要な事業継続用財産の内容

①法に基づく事業に活用している不動産等

（土地、建物、設備等）

②現在の事業の再生産に必要な財産

（建替、大規模修繕に必要な自己資金）

③必要な運転資金

（社会保障審議会福祉部会報告書より）

利益

事業継続用財産負債資産

蓄積

（２）社会福祉事業等投資額

（３）地域公益事業投資額

（４）公益事業投資額

地域公益事業：日常生活又は社
会生活上の支援を必要とする事

業区域の住民に対し、無料又は
低額な料金で、その需要に応じた
福祉サービスを提供する事業

公益事業：上記の事業を除く公

益事業

社会福祉充実計画を以下
の視点で審査の上、承認
する。
・（２）について規模及び内
容が当該事業に係る事業
区域内の需要及び供給と
整合していること
（法第55条の２第９項第２号）

・（３）について規模及び内
容が当該事業が事業区域
内の需要と整合しているこ
と
（法第55条の２第９項第３号）

・（２）、（４）について規模
及び内容が社会福祉充実
残額に照らして適切であ
ること
（法第55条の２第９項第1号）

【所轄庁】

社会福祉充実計画の作成
及び円滑かつ確実な実施
に関し必要な助言その他
の支援を行う。
（法第55条の２第８項）

計画の承認

所轄庁による支援等

①（２）→（３）→（４）
の順に検討し、計画
案を作成
（法第55条の２第４項）

②社会福祉充実残額
及び事業費の額につ
いて、公認会計士又
は税理士の意見聴取
（法第55条の２第５項）

③（３）の事業内容及
び事業区域内の需
要について、当該事
業区域の住民等の
意見聴取
（法第55条の２第６項）

④計画について
評議員会での承認
（法第55条の２第７項）

社会福祉充実

計画の作成

⑥承認された

事業の実施

（計画の変更・終了）

（法第55条の3、第55条の4）

【社会福祉充実
残額がある法人】

⑤所轄庁への
計画の申請

（法第55条の２第２項）

承認

支援

※ 資金の使途制限

保育所の委託費や措置

施設の措置費については

使途制限がある。

所轄庁は計画が上記の
事項に適合しているか調
査するため、関係地方公
共団体の長に対して、資
料提供その他必要な協力
を求めることができる
（法第55条の２第10項）

申請

平 成 2 8 年 ３ 月 2 9 日
東京都福祉保健局指導監査部

① 各社会福祉法人の実情に応じた配慮

・社会福祉法人が運営する事業や法人の状況は様々である。特別養護老人ホー

ムや保育所など、 事業の内容や事業規模によって必要とする建替・修繕経費や

運転資金等は異なるため、事業 継続用財産の計算等にあたっては、実施する事

業の内容を考慮する必要がある。

その場合に複数の異なる事業を運営する法人においては、事業継続用財産の

計算等が複雑になる。

・社会福祉法人の事業収入形態は介護報酬や措置費など様々であるが、措置費や

保育所委託費等には使途制限がある。

② 所轄庁による地域ニーズの把握

・社会福祉充実計画の承認にあたっては、所轄庁が事業と地域ニーズとの整合性

を確認するための仕組を地域の実情に応じて構築する必要がある。

・地域の課題解決のために、区市町村がこれまで以上に社会福祉法人を活用して

いくことも必要となる。

・都が所轄庁となる、複数の区市で事業展開する法人が作成する社会福祉充実計

画の承認にあたっては、当該法人が運営する各事業所が所在する区市の地域ニ

ーズとの整合性について、都が把握する必要がある（国所轄法人も同様）。

（経営する事業）

事業区分 法人数 割合

介護のみ 130 15.0%

障害のみ 159 18.3%

保育のみ 336 38.8%

措置施設のみ 14 1.6%

複数事業 204 23.5%

その他 24 2.8%

合計 867 100.0%

（総資産額）

金額区分 法人数 割合

50億円以上 63 7.3%

40億円以上　50億円未満 27 3.1%

30億円以上　40億円未満 40 4.6%

20億円以上　30億円未満 88 10.1%

10億円以上　20億円未満 140 16.1%

1億円　以上　10億円未満 474 54.7%

1億円　未満 35 4.0%

合計 867 100.0%

〈参考〉 都内社会福祉法人の現状

※ 平成25年度決算に基づき都が実施した財務分析結果。厚生労働省所轄法人等を除く。

論 点

※ 社会福祉法等の一部改正案より作成、また表中にある”法”とは全て社会福祉法等の一部改正案
を指す。


